
 
 

令和３年１２月３日 

都 市 整 備 部 住 宅 課 

都 市 整 備 部 建 築 課 

 

江東区事務手数料条例の一部を改正する条例について 

 

１ 改正の理由 

  長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び住宅の品質確保の促進等に関

する法律の一部改正等に伴い、江東区事務手数料条例の一部を改正する（都

市整備部関係手数料）。 

 

２ 改正の概要 

 ⑴ 手数料の改定(別表第６関係) 

   長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく計画の認定申請におい

て、区分所有者が住戸単位で認定を受ける仕組みから、管理組合が住棟単

位で認定を受ける仕組みに変更となる。また、申請者の負担軽減を図るた

め、住宅性能表示制度における長期使用構造等である旨が記載された住宅

性能評価書をもって、長期使用構造等に係る基準に適合しているものとみ

なす。これらに伴い、申請手数料を改定する(２頁別表第６関係新旧単価表

参照)。 

 ⑵ その他所要の規定整備を行う(別表第８関係)。 

 

３ 施行期日 

  令和４年２月２０日から施行する。ただし、上記２⑵は、公布の日から施

行する。 
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新築住宅 7,100 7,200 -100

既存住宅 10,000 10,000 0

新築住宅 13,000 13,000 0

既存住宅 19,000 19,000 0

新築住宅 22,000 23,000 -1,000

既存住宅 33,000 33,000 0

新築住宅 32,000 32,000 0

既存住宅 47,000 47,000 0

新築住宅 57,000 61,000 -4,000

既存住宅 85,000 88,000 -3,000

新築住宅 94,000 104,000 -10,000

既存住宅 140,000 151,000 -11,000

新築住宅 52,000 47,000 5,000

既存住宅 78,000 68,000 10,000

新築住宅 122,000 109,000 13,000

既存住宅 183,000 160,000 23,000

新築住宅 196,000 175,000 21,000

既存住宅 293,000 255,000 38,000

新築住宅 386,000 345,000 41,000

既存住宅 579,000 504,000 75,000

新築住宅 691,000 617,000 74,000

既存住宅 1,037,000 903,000 134,000

新築住宅 1,188,000 1,062,000 126,000

既存住宅 1,782,000 1,522,000 260,000

-16,000

200

認定を受けた地位の承
継承認申請
(相続、売却等)

― ― ― 2,300 2,100 200

― ― ― 2,300 2,100
譲受人を決定した場合
の計画変更認定申請
(建売住宅等)

5000㎡超
10000㎡以内

長期優良住宅建築等計
画の認定申請手数料及
び変更認定申請手数料

①

（旧単価）
長期優良制度におけ
る適合書を提出した
場合

（新単価）
住宅性能表示制度に
おける長期使用構造
等である旨が記載さ
れた住宅性能評価書
を提出した場合

②

（旧単価）
住宅性能評価書が提
出された場合(長期使
用構造等は別途区の
審査が必要)

（新単価）
①に統合のため廃止

①、②以外の場合
（長期使用構造等及
びその他の基準を区
で審査する場合）

100㎡以内

100㎡超500
㎡以内

500㎡超1000
㎡以内

1000㎡超
2500㎡以内

2500㎡超
5000㎡以内

500㎡超1000
㎡以内

1000㎡超
2500㎡以内

2500㎡超
5000㎡以内

5000㎡超
10000㎡以内

-57,000

-92,000

-172,000

-295,000

455,000 -455,000

16,000

57,000

92,000

172,000

295,000

――

1000㎡超
2500㎡以内

2500㎡超
5000㎡以内

5000㎡超
10000㎡以内

100㎡以内

100㎡超500
㎡以内

別表第６関係 新旧単価表（単位：円）

手数料の種類

100㎡以内

100㎡超500
㎡以内

500㎡超1000
㎡以内

提出内容
差

（A-B）
旧単価

（B)
住宅の規模 種別

新単価
（A)
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江東区事務手数料条例 新旧対照表 

現行 改正案 

本則 （略） 本則 （略） 

別表第１～別表第５ （略） 別表第１～別表第５ （略） 

別表第６ 都市整備部関係手数料（都市の低炭

素化の促進に関する法律（平成２４年法律第

８４号）に基づく事務に係る手数料及び建築

物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

（平成２７年法律第５３号）に基づく事務に

係る手数料を除く。）（第６条関係） 

別表第６ 都市整備部関係手数料（都市の低炭

素化の促進に関する法律（平成２４年法律第

８４号）に基づく事務に係る手数料及び建築

物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

（平成２７年法律第５３号）に基づく事務に

係る手数料を除く。）（第６条関係） 

事務 手数料

の名称 

額 徴収時期 

（略） 

７９  長期優

良 住 宅 の 普

及 の 促 進 に

関 す る 法 律

（ 平 成 ２ ０

年 法 律 第 ８

７号）第６条

第 １ 項 の 規

定 に 基 づ く

長 期 優 良 住

宅 建 築 等 計

画 の 認 定 の

申 請 に 対 す

る審査 

長期優

良住宅

建築等

計画認

定申請

手数料 

１件につき、次

の１から３ま

でに掲げる区

分に応じて、当

該申請に係る

住宅が属する

一の建築物の

床面積に応じ、

次に掲げる額

（申請に併せ

て長期優良住

宅の普及の促

進に関する法

律第６条第２

項の規定に基

づく申出があ

った場合にお

いては、一の建

築物について

９の項に掲げ

る額（申請に係

る計画に建築

基準法第８７

条の４に規定

する昇降機に

係る部分が含

まれる場合に 

認定申請

のとき 

事務 手 数 料

の名称 

額 徴収時期 

（略） 

７９  長期優

良 住 宅 の 普

及 の 促 進 に

関 す る 法 律

（ 平 成 ２ ０

年 法 律 第 ８

７号）第６条

第 １ 項 の 規

定 に 基 づ く

長 期 優 良 住

宅 建 築 等 計

画 の 認 定 の

申 請 に 対 す

る審査 

長 期 優

良 住 宅

建 築 等

計 画 認

定 申 請

手数料 

１件につき、次

の１及び２に

掲げる区分に

応じて、当該申

請に係る住宅

が属する一の

建築物の床面

積に応じ、次に

掲げる額（申請

に併せて長期

優良住宅の普

及の促進に関

する法律第６

条第２項の規

定に基づく申

出があった場

合においては、

一の建築物に

ついて９の項

に掲げる額（申

請に係る計画

に建築基準法

第８７条の４

に規定する昇

降機に係る部

分が含まれる

場合において 

認定申請

のとき 
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  おいては、当該

昇降機１基に

ついて１０の

項又は１１の

項に掲げる額

の手数料を加

えた額）の手数

料を加えた額）

を、当該建築物

における認定

申請戸数で除

した額（その額

に１００円未

満の端数があ

るときは、その

端数を切り捨

てた額） 

１ 申請に併

せて区長が

指定する者

が作成した

長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律第６

条第１項各

号（第３号を

除く。）に掲

げる基準に

適合してい

ることを示

す書類が提

出された場

合 

(1) １ ０ ０ 

平方メー

トル以内

のもの及

び一戸建

ての住宅

（住宅の

   は、当該昇降機

１基について

１０の項又は

１１の項に掲

げる額の手数

料を加えた額）

の手数料を加

えた額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  申請に併

せて住宅の

品質確保の

促進等に関

する法律（平

成１１年法

律第８１号)

第６条の２

第５項の確

認書若しく

は住宅性能

評価書又は

これらの写

しが提出さ

れた場合 

 

 

(1) １ ０ ０ 

平方メー

トル以内

のもの及

び一戸建

ての住宅

（住宅の
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用途以外

の用途に

供する部

分を有し

ないもの

に限る。以

下同じ。）

ア  新 築

住宅（新

た に 建

設 さ れ

た 住 宅

で、まだ

人 の 居

住 の 用

に 供 し

た こ と

の な い

もの（建

設 工 事

の 完 了

の 日 か

ら 起 算

し て １

年 を 経

過 し た

も の を

除く。）

をいう。

以 下 こ

の 項 及

び 次 項

に お い

て 同

じ。） 

７，２０

０円 

イ （略）

(2) （略） 

(3) ５ ０ ０ 

平 方 メ ー

用途以外

の用途に

供する部

分を有し

ないもの

に限る。以

下同じ。）

ア  新 築

住宅（新

た に 建

設 さ れ

た 住 宅

で、まだ

人 の 居

住 の 用

に 供 し

た こ と

の な い

もの（建

設 工 事

の 完 了

の 日 か

ら 起 算

し て １

年 を 経

過 し た

も の を

除く。）

をいう。

以 下 こ

の 項 及

び 次 項

に お い

て 同

じ。） 

７，１０

０円 

イ （略）

(2) （略） 

(3) ５ ０ ０ 

平方メー
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ト ル を 超

え、１，０

０ ０ 平 方

メ ー ト ル

以 内 の も

の 

ア  新 築

住 宅  

２３，０

００円 

イ （略）

(4) （略） 

(5) ２，５０

０ 平 方 メ

ー ト ル を

超え、５，

０ ０ ０ 平

方 メ ー ト

ル 以 内 の

もの 

ア  新 築

住 宅  

６１，０

００円 

イ  既 存

住 宅  

８８，０

００円 

(6) ５，００

０ 平 方 メ

ー ト ル を

超 え 、 １

０，０００

平 方 メ ー

ト ル 以 内

のもの 

ア  新 築

住 宅  

１０４，

０ ０ ０

円 

トルを超

え、１，

０００平

方メート

ル以内の

もの 

ア  新 築

住 宅  

２２，０

００円 

イ （略）

(4) （略） 

(5) ２，５０

０ 平 方 メ

ー ト ル を

超え、５，

０ ０ ０ 平

方 メ ー ト

ル 以 内 の

もの 

ア  新 築

住 宅  

５７，０

００円 

イ  既 存

住 宅  

８５，０

００円 

(6) ５，００

０ 平 方 メ

ー ト ル を

超 え 、 １

０，０００

平 方 メ ー

ト ル 以 内

のもの 

ア  新 築

住 宅  

９４，０

００円 
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イ  既 存

住 宅  

１５１，

０ ０ ０

円 

２ 申請に併

せて住宅の

品質確保の

促進等に関

する法律（平

成１１年法

律第８１号）

第６条第１

項の設計住

宅性能評価

書（同法第５

条第１項の

住宅性能評

価に係る部

分について

長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律第６

条第１項第

１号に掲げ

る基準に適

合し、かつ、

当該住宅性

能評価のう

ち構造の安

定に関する

ことについ

て建築基準

法施行令第

８１条第２

項第１号ロ

の限界耐力

計算以外の

方法により

評価された

イ  既 存

住 宅  

１４０，

０ ０ ０

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7



も の に 限

る。）が提出

された場合 

(1) １ ０ ０ 

平方メー

トル以内

のもの及

び一戸建

ての住宅

 １６，０

００円 

(2) １ ０ ０ 

平方メー

トルを超

え、５００

平方メー

トル以内

のもの  

５７，００

０円 

(3) ５ ０ ０ 

平方メー

トルを超

え、１，０

００平方

メートル

以内のも

の ９２，

０００円 

(4) １，００

０ 平 方 メ

ー ト ル を

超え、２，

５ ０ ０ 平

方 メ ー ト

ル 以 内 の

も の  １

７２，００

０円 

(5) ２，５０

０ 平 方 メ
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ー ト ル を

超え、５，

０ ０ ０ 平

方 メ ー ト

ル 以 内 の

も の  ２

９５，００

０円 

(6) ５，００

０ 平 方 メ

ー ト ル を

超 え 、 １

０，０００

平 方 メ ー

ト ル 以 内

の も の  

４５５，０

００円 

３ １及び２

以外の場合 

(1) １ ０ ０ 

平方メー

トル以内

のもの及

び一戸建

ての住宅 

ア  新 築

住 宅  

４７，０

００円 

イ  既 存

住 宅  

６８，０

００円 

(2) １ ０ ０ 

平方メー

トルを超

え、５００

平方メー

トル以内

のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  １以外の

場合 

(1) １ ０ ０ 

平方メー

トル以内

のもの及

び一戸建

ての住宅 

ア  新 築

住 宅  

５２，０

００円 

イ  既 存

住 宅  

７８，０

００円 

(2) １ ０ ０ 

平方メー

トルを超

え、５００

平方メー

トル以内

のもの 
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ア  新 築

住 宅  

１０９，

０ ０ ０

円 

イ  既 存

住 宅  

１６０，

０ ０ ０

円 

(3) ５ ０ ０ 

平方メー

トルを超

え、１，０

００平方

メートル

以内のも

の 

ア  新 築

住 宅  

１７５，

０ ０ ０

円 

イ  既 存

住 宅  

２５５，

０ ０ ０

円 

(4) １，００

０ 平 方 メ

ー ト ル を

超え、２，

５ ０ ０ 平

方 メ ー ト

ル 以 内 の

もの 

ア  新 築

住 宅  

３４５，

０ ０ ０

円 

ア  新 築

住 宅  

１２２，

０ ０ ０

円 

イ  既 存

住 宅  

１８３，

０ ０ ０

円 

(3) ５ ０ ０ 

平方メー

トルを超

え、１，０

００平方

メートル

以内のも

の 

ア  新 築

住 宅  

１９６，

０ ０ ０

円 

イ  既 存

住 宅  

２９３，

０ ０ ０

円 

(4) １，００

０ 平 方 メ

ー ト ル を

超え、２，

５ ０ ０ 平

方 メ ー ト

ル 以 内 の

もの 

ア  新 築

住 宅  

３８６，

０ ０ ０

円 
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イ  既 存

住 宅  

５０４，

０ ０ ０

円 

(5) ２，５０

０ 平 方 メ

ー ト ル を

超え、５，

０ ０ ０ 平

方 メ ー ト

ル 以 内 の

もの 

ア  新 築

住 宅  

６１７，

０ ０ ０

円 

イ  既 存

住 宅  

９０３，

０ ０ ０

円 

(6) ５，００

０ 平 方 メ

ー ト ル を

超 え 、 １

０，０００

平 方 メ ー

ト ル 以 内

のもの 

ア  新 築

住 宅  

１，０６

２，００

０円 

イ  既 存

住 宅  

１，５２

２，００

０円 

イ  既 存

住 宅  

５７９，

０ ０ ０

円 

(5) ２，５０

０ 平 方 メ

ー ト ル を

超え、５，

０ ０ ０ 平

方 メ ー ト

ル 以 内 の

もの 

ア  新 築

住 宅  

６９１，

０ ０ ０

円 

イ  既 存

住 宅  

１，０３

７，００

０円 

(6) ５，００

０ 平 方 メ

ー ト ル を

超 え 、 １

０，０００

平 方 メ ー

ト ル 以 内

のもの 

ア  新 築

住 宅  

１，１８

８，００

０円 

イ  既 存

住 宅  

１，７８

２，００

０円 
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８０  長期優

良 住 宅 の 普

及 の 促 進 に

関 す る 法 律

第 ８ 条 第 １

項 の 規 定 に

基 づ く 長 期

優 良 住 宅 建

築 等 計 画 の

変 更 の 認 定

の 申 請 に 対

する審査 

長期優

良住宅

建築等

計画変

更認定

申請手

数料 

１件につき、次

の１から３ま

でに掲げる区

分に応じて、当

該申請に係る

住宅が属する

一の建築物の

当該計画の変

更に係る部分

の床面積に２

分の１を乗じ

て得た面積（床

面積の増加す

る部分にあっ

ては、当該増加

する部分の床

面積）に応じ、

次に掲げる額

（申請に併せ

て長期優良住

宅の普及の促

進に関する法

律第８条第２

項において準

用する同法第

６条第２項の

規定に基づく

申出があった

場合において

は、一の建築物

について９の

項に掲げる額

（申請に係る

計画に建築基

準法第８７条

の４に規定す

る昇降機に係

る部分が含ま

れる場合にお

いては、当該昇

降機１基につ

変更認定

申請のと

き 

８０  長期優

良 住 宅 の 普

及 の 促 進 に

関 す る 法 律

第 ８ 条 第 １

項 の 規 定 に

基 づ く 長 期

優 良 住 宅 建

築 等 計 画 の

変 更 の 認 定

の 申 請 に 対

する審査 

長 期 優

良 住 宅

建 築 等

計 画 変

更 認 定

申 請 手

数料 

１件につき、次

の１及び２に

掲げる区分に

応じて、当該申

請に係る住宅

が属する一の

建築物の当該

計画の変更に

係る部分の床

面積に２分の

１を乗じて得

た面積（床面積

の増加する部

分にあっては、

当該増加する

部分の床面積）

に応じ、次に掲

げる額（申請に

併せて長期優

良住宅の普及

の促進に関す

る法律第８条

第２項におい

て準用する同

法第６条第２

項の規定に基

づく申出があ

った場合にお

いては、一の建

築物について

９の項に掲げ

る額（申請に係

る計画に建築

基準法第８７

条の４に規定

する昇降機に

係る部分が含

まれる場合に

おいては、当該

昇降機１基に

ついて１０の

変更認定

申請のと

き 
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いて１０の項

又は１１の項

に掲げる額の

手数料を加え

た額）の手数料

を加えた額）

を、当該建築物

における変更

認定申請戸数

で除した額（そ

の額に１００

円未満の端数

があるときは、

その端数を切

り捨てた額） 

１ 申請に併

せて区長が

指定する者

が作成した

長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律第６

条第１項各

号（第３号を

除く。）に掲

げる基準に

適合してい

ることを示

す書類が提

出された場

合 

(1) １ ０ ０ 

平方メー

トル以内

のもの及

び一戸建

ての住宅 

ア  新 築

住 宅  

７，２０

項又は１１の

項に掲げる額

の手数料を加

えた額）の手数

料を加えた額）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  申請に併

せて住宅の

品質確保の

促進等に関

する法律第

６条の２第

５項の確認

書若しくは

住宅性能評

価書又はこ

れらの写し

が提出され

た場合 

 

 

 

 

(1) １ ０ ０ 

平方メー

トル以内

のもの及

び一戸建

ての住宅 

ア  新 築

住 宅  

７，１０
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０円 

イ （略）

(2) （略） 

(3) ５ ０ ０ 

平 方 メ ー

ト ル を 超

え、１，０

０ ０ 平 方

メ ー ト ル

以 内 の も

の 

ア  新 築

住 宅  

２３，０

００円 

イ （略）

(4) （略） 

(5) ２，５０

０ 平 方 メ

ー ト ル を

超え、５，

０ ０ ０ 平

方 メ ー ト

ル 以 内 の

もの 

ア  新 築

住 宅  

６１，０

００円 

イ  既 存

住 宅  

８８，０

００円 

(6) ５，００

０ 平 方 メ

ー ト ル を

超 え 、 １

０，０００

平 方 メ ー

ト ル 以 内

のもの 

０円 

イ （略）

(2) （略） 

(3) ５ ０ ０ 

平 方 メ ー

ト ル を 超

え、１，０

０ ０ 平 方

メ ー ト ル

以 内 の も

の 

ア  新 築

住 宅  

２２，０

００円 

イ （略）

(4) （略） 

(5) ２，５０

０ 平 方 メ

ー ト ル を

超え、５，

０ ０ ０ 平

方 メ ー ト

ル 以 内 の

もの 

ア  新 築

住 宅  

５７，０

００円 

イ  既 存

住 宅  

８５，０

００円 

(6) ５，００

０ 平 方 メ

ー ト ル を

超 え 、 １

０，０００

平 方 メ ー

ト ル 以 内

のもの 
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ア  新 築

住 宅  

１０４，

０ ０ ０

円 

イ  既 存

住 宅  

１５１，

０ ０ ０

円 

２ 申請に併

せて住宅の

品質確保の

促進等に関

する法律第

６条第１項

の設計住宅

性能評価書

（同法第５

条第１項の

住宅性能評

価に係る部

分について

長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律第６

条第１項第

１号に掲げ

る基準に適

合し、かつ、

当該住宅性

能評価のう

ち構造の安

定に関する

ことについ

て建築基準

法施行令第

８１条第２

項第１号ロ

の限界耐力

ア  新 築

住 宅  

９４，０

００円 

 

イ  既 存

住 宅  

１４０，

０ ０ ０

円 
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計算以外の

方法により

評価された

も の に 限

る。）が提出

された場合 

(1) １ ０ ０ 

平方メー

トル以内

のもの及

び一戸建

ての住宅

 １６，０

００円 

(2) １ ０ ０ 

平方メー

トルを超

え、５００

平方メー

トル以内

のもの  

５７，００

０円 

(3) ５ ０ ０ 

平方メー

トルを超

え、１，０

００平方

メートル

以内のも

の ９２，

０００円 

(4) １，００

０ 平 方 メ

ー ト ル を

超え、２，

５ ０ ０ 平

方 メ ー ト

ル 以 内 の

も の  １

７２，００
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０円 

(5) ２，５０

０ 平 方 メ

ー ト ル を

超え、５，

０ ０ ０ 平

方 メ ー ト

ル 以 内 の

も の  ２

９５，００

０円 

(6) ５，００

０ 平 方 メ

ー ト ル を

超 え 、 １

０，０００

平 方 メ ー

ト ル 以 内

の も の  

４５５，０

００円 

３ １及び２

以外の場合 

(1) １ ０ ０ 

平方メー

トル以内

のもの及

び一戸建

ての住宅 

ア  新 築

住 宅  

４７，０

００円 

イ  既 存

住 宅  

６８，０

００円 

(2) １ ０ ０ 

平方メー

トルを超

え、５００

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  １以外の

場合 

(1) １ ０ ０ 

平方メー

トル以内

のもの及

び一戸建

ての住宅 

ア  新 築

住 宅  

５２，０

００円 

イ  既 存

住 宅  

７８，０

００円 

(2) １ ０ ０ 

平方メー

トルを超

え、５００
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平方メー

トル以内

のもの 

ア  新 築

住 宅  

１０９，

０ ０ ０

円 

イ  既 存

住 宅  

１６０，

０ ０ ０

円 

(3) ５ ０ ０ 

平方メー

トルを超

え、１，０

００平方

メートル

以内のも

の 

ア  新 築

住 宅  

１７５，

０ ０ ０

円 

イ  既 存

住 宅  

２５５，

０ ０ ０

円 

(4) １，００

０ 平 方 メ

ー ト ル を

超え、２，

５ ０ ０ 平

方 メ ー ト

ル 以 内 の

もの 

ア  新 築

住 宅  

平方メー

トル以内

のもの 

ア  新 築

住 宅  

１２２，

０ ０ ０

円 

イ  既 存

住 宅  

１８３，

０ ０ ０

円 

(3) ５ ０ ０ 

平方メー

トルを超

え、１，０

００平方

メートル

以内のも

の 

ア  新 築

住 宅  

１９６，

０ ０ ０

円 

イ  既 存

住 宅  

２９３，

０ ０ ０

円 

(4) １，００

０ 平 方 メ

ー ト ル を

超え、２，

５ ０ ０ 平

方 メ ー ト

ル 以 内 の

もの 

ア  新 築

住 宅  
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３４５，

０ ０ ０

円 

イ  既 存

住 宅  

５０４，

０ ０ ０

円 

(5) ２，５０

０ 平 方 メ

ー ト ル を

超え、５，

０ ０ ０ 平

方 メ ー ト

ル 以 内 の

もの 

ア  新 築

住 宅  

６１７，

０ ０ ０

円 

イ  既 存

住 宅  

９０３，

０ ０ ０

円 

(6) ５，００

０ 平 方 メ

ー ト ル を

超 え 、 １

０，０００

平 方 メ ー

ト ル 以 内

のもの 

ア  新 築

住 宅  

１，０６

２，００

０円 

イ  既 存

住 宅  

３８６，

０ ０ ０

円 

イ  既 存

住 宅  

５７９，

０ ０ ０

円 

(5) ２，５０

０ 平 方 メ

ー ト ル を

超え、５，

０ ０ ０ 平

方 メ ー ト

ル 以 内 の

もの 

ア  新 築

住 宅  

６９１，

０ ０ ０

円 

イ  既 存

住 宅  

１，０３

７，００

０円 

(6) ５，００

０ 平 方 メ

ー ト ル を

超 え 、 １

０，０００

平 方 メ ー

ト ル 以 内

のもの 

ア  新 築

住 宅  

１，１８

８，００

０円 

イ  既 存

住 宅  
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１，５２

２，００

０円 

８１  長期優

良 住 宅 の 普

及 の 促 進 に

関 す る 法 律

第 ９ 条 第 １

項 の 規 定 に

基 づ く 譲 受

人 を 決 定 し

た 場 合 に お

け る 長 期 優

良 住 宅 建 築

等 計 画 の 変

更 の 認 定 の

申 請 に 対 す

る審査 

 

 

 

 

認定を

受けた

長期優

良住宅

建築等

計画に

基づく

建築に

係る住

宅の譲

受人を

決定し

た場合

の当該

計画の

変更認

定申請

手数料 

 

 

 

 

 

１件につき 

２，１００円 

変更認定

申請のと

き 

８２  長期優

良 住 宅 の 普

及 の 促 進 に

関 す る 法 律

第 １ ０ 条 の

規 定 に 基 づ

く 長 期 優 良

住 宅 建 築 等

計 画 の 認 定

を 受 け た 地

位 の 承 継 の

承 認 の 申 請

に 対 す る 審

査 

長期優

良住宅

建築等

計画の

認定を

受けた

地位の

承継の

承認申

請手数

料 

１件につき 

２，１００円 

承認申請

のとき 

（略） 
 

１，７８

２，００

０円 

８１  長期優

良 住 宅 の 普

及 の 促 進 に

関 す る 法 律

第 ９ 条 第 １

項 又 は 第 ３

項 の 規 定 に

基 づ く 譲 受

人 を 決 定 し

た 場 合 又 は

管 理 者 等 が

選 任 さ れ た

場 合 に お け

る 長 期 優 良

住 宅 建 築 等

計 画 の 変 更

の 認 定 の 申

請 に 対 す る

審査 

認 定 を

受 け た

長 期 優

良 住 宅

建 築 等

計 画 に

基 づ く

建 築 に

係 る 住

宅 の 譲

受 人 を

決 定 し

た 場 合

又 は 管

理 者 等

が 選 任

さ れ た

場 合 の

当 該 計

画 の 変

更 認 定

申 請 手

数料 

１件につき 

２，３００円 

変更認定

申請のと

き 

８２  長期優

良 住 宅 の 普

及 の 促 進 に

関 す る 法 律

第 １ ０ 条 の

規 定 に 基 づ

く 長 期 優 良

住 宅 建 築 等

計 画 の 認 定

を 受 け た 地

位 の 承 継 の

承 認 の 申 請

に 対 す る 審

査 

長 期 優

良 住 宅

建 築 等

計 画 の

認 定 を

受 け た

地 位 の

承 継 の

承 認 申

請 手 数

料 

１件につき 

２，３００円 

承認申請

のとき 

（略） 
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別表第７ （略） 別表第７ （略） 

別表第８ 都市整備部関係手数料（建築物のエ

ネルギー消費性能の向上に関する法律に基づ

く事務に係る手数料）（第６条関係） 

別表第８ 都市整備部関係手数料（建築物のエ

ネルギー消費性能の向上に関する法律に基づ

く事務に係る手数料）（第６条関係） 

事務 手数料の名称及び額 徴収時期 

（略） 

５ （略） （略） 

 (1) 申請に併せて建

築物のエネルギー

消費性能の向上に

関する法律第２条

第３号の建築物エ

ネルギー消費性能

基準に適合してい

ることを示す書類

として区長が定め

るものが提出され

た場合 

（略） 

（略） 

（略） 
 

事務 手数料の名称及び額 徴収時期 

（略） 

５ （略） （略） 

 (1) 申請に併せて建

築物のエネルギー

消費性能の向上に

関する法律第２条

第１項第３号の建

築物エネルギー消

費性能基準に適合

していることを示

す書類として区長

が定めるものが提

出された場合 

（略） 

（略） 

（略） 
 

備考 （略） 備考 （略） 

別表第９ （略） 別表第９ （略） 

 附 則 

 １ この条例は、令和４年２月２０日から施行

する。ただし、別表第８の５の項の改正規定

は、公布の日から施行する。 

 ２ 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備

のための長期優良住宅の普及の促進に関する

法律等の一部を改正する法律（令和３年法律

第４８号）附則第２条第２項の規定によりな

お従前の例によることとされる長期優良住宅

建築等計画の変更の認定の申請に係るこの条

例による改正後の江東区事務手数料条例別表

第６の８０の項の規定の適用については、同

項中「）の手数料を加えた額）」とあるのは、

「）の手数料を加えた額）を、当該建築物に

おける変更認定申請戸数で除した額（その額

に１００円未満の端数があるときは、その端

数を切り捨てた額）」と読み替えるものとす

る。 
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